
      
 

                  

    

町
民
の
皆
さ
ん 

政
治
は
誰
の
た
め
に
あ
る
の
で
し
ょ
う

か
？ 

こ
ん
な
当
た
り
前
の
問
い
か
け
を

国
会
議
員
・
地
方
議
員
に
す
る
と
、
必
ず
帰

っ
て
く
る
言
葉
が
、
政
治
は
国
民
の
た
め
・

住
民
の
た
め
に
あ
る
と
答
え
る
で
し
ょ
う
。 

し
か
し
、
実
態
は
。 

国
民
・
住
民
の
前

で
は
、
税
金
の
無
駄
使
い
は
ダ
メ
だ
、
と
言

い
な
が
ら
、
国
民
・
住
民
に
バ
レ
な
け
れ
ば
、

裏
で
は
何
を
し
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
い

の
が
今
の
政
治
家
の
現
状
で
す
。 
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
か
ら
１
年
が
経
過
し

ま
し
た
。 

廃
業
し
た
人
・
失
業
し
た
人
・

収
入
が
減
っ
た
人
が
生
活
に
困
窮
し
て
い

る
一
方
で
、
税
金
で
飯
を
食
わ
せ
て
貰
っ

て
い
る
国
会
議
員
・
地
方
議
員
は
、
ど
ん
な

こ
と
が
あ
っ
て
も
月
額
報
酬
・
年
２
回
の 

    ボ
ー
ナ
ス
が
満
額
支
給
さ
れ
ま
す
。 

税

金
で
養
わ
れ
て
い
る
国
会
議
員
・
地
方
議

員
が
、
国
民
・
住
民
の
た
め
の
政
治
を
し
な

か
っ
た
場
合
、
政
治
の
場
か
ら
退
場
さ
せ

る
手
段
は
、
選
挙
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。 

当

選
す
る
前
は
、
威
勢
の
い
い
こ
と
を
言
っ

て
も
、
い
ざ
政
治
の
世
界
に
入
る
と
、
派
閥

に
入
会
し
群
れ
を
成
し
た
り
、
口
を
閉
ざ

し
て
も
の
を
言
わ
な
く
な
っ
た
り
、
古
い

政
治
の
慣
例
に
飲
み
込
ま
れ
た
り
、
長
い

も
の
に
巻
か
れ
た
り
、・
・
・
有
権
者
は
散
々

騙
さ
れ
、
裏
切
ら
れ
、
馬
鹿
に
さ
れ
、
カ
モ

に
さ
れ
続
け
て
い
る
の
で
す
。 

騙
し
た

人
間
や
裏
切
っ
た
人
間
は
、
次
も
同
じ
事

を
し
ま
す
。 
強
い
者
に
ペ
コ
ペ
コ
す
る

様
な
人
を
選
び
続
け
て
大
丈
夫
か
な
。 

 

     

こ
こ
で
、
粕
屋
町
政
で
の
議
員
と
し
て
の

私
の
立
ち
位
置
を
表
明
。 

既
得
権
益
層

で
も
な
い
、
特
権
階
級
で
も
な
い
、
エ
リ
ー

ト
層
で
も
な
い
、
上
級
国
民
で
も
な
い
、
私

が
有
権
者
に
約
束
で
き
る
こ
と
は
。 

議

会
の
中
で
集
団
に
群
れ
な
い
こ
と
、
議
会

の
中
で
起
こ
っ
た
こ
と
は
全
て
世
に
知
ら

せ
る
こ
と
、
誰
も
触
れ
よ
う
と
し
な
い
粕

屋
町
の
タ
ブ
ー
に
切
り
込
ん
で
い
く
こ
と
。 

古
い
政
治
を
変
え
る
為
に
は
、
場
の
空
気

を
読
ん
で
は
い
け
ま
せ
ん
。 

空
気
は
読

め
る
が
、
敢
え
て
空
気
は
読
ま
ず
、
衝
突
や

批
判
は
覚
悟
し
て
、
思
っ
た
こ
と
を
ズ
バ

ズ
バ
発
言
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。 

 
 

そ
の
位
し
な
い
と
何
も
変
わ
ろ
う
と
し

な
い
政
治
は
ビ
ク
と
も
し
な
い
で
し
ょ
う
。 
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犯罪がバレそうになったら、病院に速攻で入院！ 

説明責任は放棄し、ホトボリが冷めると、コッソリ

と表舞台に戻ってくる！ 

政治家であり続けるために、秘書のせいにする！ 

政治は、国民の為ではなく、全ては、自分の為に！ 

そんな人たちを選び続けているのは、「あなた」です！ 

 

 



自
分
た
ち
の
利
益
を
守
る
既
得
権
益
層

に
、
何
も
言
え
な
い
議
員
が
必
要
で
す

か
？ 

有
名
大
学
出
身
と
か
、
豊
富
な
行

政
経
験
と
か
、
国
会
議
員
や
官
僚
や
有
力

者
と
の
パ
イ
プ
と
か
、
そ
ん
な
こ
と
を
自

慢
し
て
い
る
人
を
議
員
に
必
要
で
す
か
？ 

 
 

私
は
、
有
権
者
に
嫌
わ
れ
る
の
は
覚
悟

の
上
、
課
題
を
自
分
で
考
え
、
自
分
の
言
葉

で
世
の
中
に
発
信
し
て
い
き
ま
す
。 

私
が
思
う
、
国
が
取
り
組

む
べ
き
２
つ
の
課
題 

   

営
業
努
力
も
せ
ず
、
国
民
へ
の
強
制
的
な

受
信
料
収
入
で
成
り
立
っ
て
い
る
組
織
が

Ｎ
Ｈ
Ｋ
だ
。 

Ｎ
Ｈ
Ｋ
を
見
な
い
の
に
、
テ

レ
ビ
を
持
っ
て
い
る
が
故
に
、
受
信
料
を

払
え
と
言
い
張
る
Ｎ
Ｈ
Ｋ
。 

Ｎ
Ｈ
Ｋ
集

金
人
の
玄
関
先
で
の
横
着
な
言
動
は
社
会

問
題
化
。 

払
わ
な
け
れ
ば
裁
判
に
訴
え

る
と
、
８
９
３
ま
が
い
の
商
売
を
し
て
い

る
Ｎ
Ｈ
Ｋ
。 

何
故
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
に
対
し
て
、

契
約
の
自
由
が
認
め
ら
れ
な
い
の
か
？ 

 

超
高
額
な
職
員
給
与
を
初
め
、
絞
れ
る

カ
ネ
は
沢
山
あ
る
の
に
、
自
身
で
コ
ス
ト

カ
ッ
ト
を
せ
ず
、
安
易
に
国
民
か
ら
の
受

信
料
収
入
に
頼
る
組
織
が
現
代
社
会
に
必

要
だ
ろ
う
か
？ 

Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
や
る
べ
き
事

は
、
受
信
料
を
下
げ
る
事
で
は
な
く
、
ス
ク

ラ
ン
ブ
ル
化
だ
。 
Ｎ
Ｈ
Ｋ
と
契
約
し
た

く
な
い
人
に
対
し
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
番
組
を
受
信

で
き
な
く
す
る
対
応
が
必
要
だ
ろ
う
。 

 
 

Ｎ
Ｈ
Ｋ
予
算
を
国
会
で
承
認
し
て
い
る
、

国
会
議
員
の
罪
は
大
き
い
、
と
私
は
思
う
。 

契
約
の
自
由
と
は
・
・
・ 

当
事
者
の
自
由
な
選
択
の
結
果
で
あ
る
か

ぎ
り
裁
判
所
な
ど
が
契
約
に
介
入
す
る
べ
き

で
は
な
い
と
い
う
理
念
の
も
と
、
憲
法
上
は
、

個
人
の
尊
厳
（
１
３
条
）
と
財
産
権
（
２
９

条
）
が
該
当
す
る
。 

 

  
 

 

日
本
は
尊
厳
死
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い

が
、
私
は
本
人
が
望
む
の
で
あ
れ
ば
、
死
ぬ

権
利
を
認
め
る
べ
き
だ
、
と
考
え
て
い
る
。 

 
 

人
そ
れ
ぞ
れ
、死
生
観
に
対
す
る
考
え
方 

は
違
う
。 

し
か
し
、
日
本
社
会
の
中
に
は
、

生
き
続
け
る
こ
と
を
良
し
と
し
、
死
に
対

す
る
意
見
を
封
印
す
る
風
習
が
あ
る
。 

 
 

そ
れ
故
、
尊
厳
死
の
議
論
を
す
る
こ
と
が

タ
ブ
ー
視
さ
れ
続
け
て
い
る
。 

こ
の
こ

と
は
、
死
を
望
む
本
人
だ
け
で
な
く
、
本
人

に
近
い
身
内
を
苦
し
め
て
い
る
。 

自
分

が
死
に
た
い
と
思
っ
て
も
、
死
な
せ
て
く

れ
な
い
社
会
が
良
い
の
だ
ろ
う
か
？ 

最

期
は
自
分
ら
し
く
死
に
た
い
社
会
の
構
築
。 

 
 

そ
う
い
う
社
会
の
実
現
の
た
め
に
、
尊

厳
死
の
法
制
化
が
必
要
と
私
は
思
う
。 

                 

 
 

 

Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
、
契
約
の
自
由
を

保
障
し
、
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
化 

生
き
る
権
利
と
共
に
、 

死
ぬ
権
利
を 

宿泊を伴う、視察研修の見直し 【議会の中で、福永が訴えていること】 

視察費は、毎年決まった予算（議員一人最大８万円）が計上される。 視察先情報はインター

ネットでも十分に入手可能だ、との認識に基づき、下記の2点を指摘。 

① 目的がなくても何らかの理由をつけて行き、また、宿泊をする必要がないのに１泊する視

察が必要なのか 

② 視察を粕屋町にどのように反映させているのか、説明責任が必要ではないか 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E7%94%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E7%94%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%91%E7%B4%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%91%E7%B4%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC13%E6%9D%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC29%E6%9D%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC29%E6%9D%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC29%E6%9D%A1


   
 

 

  

              

     

４
年
前
に
３
回
目
の
当
選
を
し
た
私
。 

こ
の
４
年
間
に
私
が
粕
屋
町
議
会
の
中
で

発
言
し
た
主
な
内
容
で
す
。 

議
員
と
し

て
、
税
金
か
ら
受
け
取
っ
た
私
の
報
酬
は
、

４
年
間
で
約
１
７
０
０
万
円
で
す
。 

          

  

 
 

 

Ｐ
Ｔ
Ａ
の
問
題
は
、
行
事
が
増
え
る
ば

か
り
で
保
護
者
の
負
担
が
増
え
、
意
味
が

な
い
行
事
が
止
め
ら
れ
な
い
こ
と
。 

保

護
者
の
為
で
は
な
く
、
子
供
の
為
の
Ｐ
Ｔ

Ａ
に
運
営
を
見
直
す
べ
き
。 

伝
統
に
縛

ら
れ
、
時
代
に
適
し
た
運
営
に
す
べ
き
。 

 
 

ま
た
、
加
入
費
を
必
要
と
す
る
、
上
部
団

体
へ
の
加
入
は
意
味
が
な
く
止
め
る
べ
き
。 

   
 

操
法
大
会
の
為
に
団
員
の
練
習
へ
の
負

担
が
大
き
い
。 

現
在
は
、
消
防
署
が
常
備

さ
れ
て
お
り
、
消
化
の
た
め
の
消
防
団
で

は
な
く
、
消
防
署
が
対
応
で
き
な
い
役
割

分
担
が
不
可
欠
。 
ま
た
、
団
員
の
報
酬
が

団
員
個
人
に
支
払
わ
れ
ず
、
団
長
が
一
括

し
て
受
領
す
る
や
り
方
は
変
え
る
べ
き
。 

 

伝
統
と
い
う
名
の
も
と
、
昔
の
や
り
方

を
団
員
に
押
し
付
け
る
の
で
は
な
く
、
Ｏ

Ｂ
の
顔
色
を
忖
度
す
る
の
で
は
な
く
、
現

役
団
員
の
声
を
聴
き
、
変
革
が
不
可
欠
。 

 

内
部
か
ら
は
声
が
上
げ
に
く
い
だ
ろ
う

か
ら
、
匿
名
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
し
て

ニ
ー
ズ
を
汲
み
取
る
べ
き
。 

    

粕
屋
町
の
投
票
率
は
都
市
型
で
町
長
選

挙
・
町
議
選
挙
の
投
票
率
は
４
０
％
を
下

回
っ
て
い
る
。 

若
者
を
は
じ
め
子
育
て

世
代
の
利
便
性
を
考
え
、
買
い
物
を
楽
し

な
が
ら
投
票
で
き
る
選
択
肢
を
。 

    

可
燃
ご
み
の
回
収
業
者
２
社
に
対
し
、

福
永
善
之
の
選
挙
に
対
す
る
考
え
方 

㈠

後
援
会
ナ
シ
（
名
簿
ナ
シ
、
電
話
作
戦
ナ
シ
・
応
援
の
強
制
・
強
要
ナ
シ
） 

㈡

選
挙
カ
ー
持
た
な
い
（
５
回
の
選
挙
に
一
度
も
街
宣
車
を
使
っ
て
な
い
） 

㈢

選
挙
事
務
所
ナ
シ
（
５
回
の
選
挙
に
一
度
も
選
挙
事
務
所
を
設
置
し
て
な
い
） 

㈣

選
挙
費
用
１
０
万
円
以
内
（
全
額
自
己
資
金
） 

㈤

名
前
の
連
呼
し
な
い
（
拡
声
器
で
音
の
公
害
を
街
中
に
投
下
し
な
い
） 

㈠

Ｐ
Ｔ
Ａ
の
加
入
は
、
強
制
か
ら
任
意
へ 

㈡

消
防
団
の
運
営
の
見
直
し 

㈢

大
型
商
業
施
設
へ
の
投
票
所
の
設
置 

㈣

半
世
紀
以
上
も
続
く
随
意
契
約
の
見
直
し 

㈤

粕
屋
町
職
員
の
駐
車
料
金
の
見
直
し 

㈥

公
立
保
育
所
の
土
曜
日
保
育
の
時
間
延
長 

㈦

役
場
内
で
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
事
件 

㈧

修
学
旅
行
中
の
昼
間
か
ら
の
飲
酒
事
件 

㈨

中
学
生
の
制
服
の
見
直
し 

㈩

高
齢
者
へ
温
泉
券
補
助
の
廃
止 

㈠

㈠ 

Ｐ
Ｔ
Ａ
の
加
入
は
、
強
制
か

ら
任
意
へ 

 
 

福永の、これだけは、言わせて頂戴！ 

今の日本の政治に欠けているもの。 それは、「A」がダメな時に、「B」

を選ぶという選択肢が国民に保障されていないこと。 私は、どの党に

も所属していない完全無所属です。 国会議員ではありませんが、一介の地方議

員として、住民に信用して貰える「B」となるよう、活動していきます。  

既存の国会議員は、一部を除き、与野党問わず、大幅な入れ替えが不可欠です。  

㈡ 

消
防
団
は
、
時
代
に
適
合
し

た
組
織
改
革
が
不
可
欠 

 

㈢ 

大
型
商
業
施
設
へ
の
投
票

所
の
設
置 

㈣ 

半
世
紀
以
上
も
続
く
随
意

契
約
の
見
直
し 



半
永
久
的
に
、
５
０
年
以
上
も
随
意
契
約

を
し
て
い
る
。 

公
平
性
・
経
済
性
の
観
点

か
ら
、
一
般
競
争
入
札
に
移
行
す
べ
き
。 

 
 

発
注
者
の
役
場
が
仕
様
書
を
提
示
せ
ず
、

業
者
任
せ
の
見
積
も
り
金
額
が
契
約
金
額

に
な
っ
て
い
る
。 

役
場
の
怠
慢
だ
。 

 

 
 

   

役
場
職
員
が
通
勤
時
に
使
用
す
る
車
の

駐
車
料
金
は
、
月
額
１
０
０
０
円
。 

市
場

価
格
か
ら
、
月
額
４
０
０
０
円
が
妥
当
。 

    

閉
園
時
間
が
１
６
時
。 

現
代
社
会
の

就
労
者
が
１
６
時
前
に
退
勤
で
き
る
よ
う

な
状
況
で
は
な
い
。 

保
護
者
の
ニ
ー
ズ

を
く
み
取
る
努
力
が
公
立
は
欠
け
て
い
る
。 

 

民
間
で
は
土
曜
日
の
閉
園
時
間
は
平
日

と
同
等
に
設
定
し
て
い
る
所
が
多
く
、
公

立
と
民
間
の
サ
ー
ビ
ス
の
格
差
は
問
題
。 

    

女
性
職
員
が
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
受
け
休

職
に
追
い
込
ま
れ
た
。 

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

を
受
け
た
者
が
職
場
を
追
い
出
さ
れ
、
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
の
加
害
者
が
役
場
に
居
座
る

こ
と
が
正
義
か
。 

７
名
で
構
成
さ
れ
る

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
委
員
会
。 

外
部
の
弁
護

士
が
１
名
入
っ
て
い
る
が
、
実
質
は
役
場

の
幹
部
職
員
で
固
め
ら
れ
た
内
部
調
査
機

関
だ
。 

そ
ん
な
委
員
会
で
き
ち
ん
と
調

査
さ
れ
た
の
か
疑
問
。 

一
人
の
女
性
の

名
誉
、
ま
た
、
人
生
が
か
か
っ
て
い
る
。 

 

客
観
的
な
判
断
が
で
き
る
第
三
者
に
よ

る
調
査
機
関
の
設
置
が
不
可
欠
。 

 

  

 

中
学
校
の
幹
部
職
員
で
あ
る
校
長
と
教

務
主
幹
が
修
学
旅
行
中
の
引
率
時
、
昼
間

か
ら
酒
を
飲
ん
で
い
た
問
題
。 

内
部
の

論
理
で
穏
便
に
決
着
せ
ず
、
い
け
な
い
こ

と
を
わ
か
っ
て
い
て
や
っ
た
罪
は
重
い
。 

 

社
会
の
常
識
に
照
ら
し
、
処
分
が
必
要
。 

 
 

 

４
７
歳
の
私
時
の
真
夏
の
温
度
は
、
２

８
度
が
最
高
値
だ
っ
た
。 

現
在
の
真
夏

は
、
３
０
度
超
え
が
当
た
り
前
。 

男
子
の

詰
襟
、
女
子
の
セ
ー
ラ
服
は
、
蒸
し
暑
す
ぎ

る
。 

伝
統
で
は
な
く
、
時
代
に
沿
っ
て
、

制
服
を
見
直
す
べ
き
。 

ま
た
、
性
的
少
数

者
の
為
、
ト
イ
レ
や
更
衣
室
の
確
保
、
ま
た
、

制
服
は
、
ス
ラ
ッ
ク
ス
や
ス
カ
ー
ト
の
選

択
制
に
す
べ
き
。 

 
 

 

一
度
付
け
た
補
助
金
の
見
直
し
が
で
き

な
い
典
型
的
な
一
例
だ
。 

自
分
の
カ
ネ

だ
っ
た
ら
補
助
す
る
の
か
、
と
い
う
視
点

も
大
事
だ
。 

温
泉
と
い
う
個
人
の
娯
楽

の
為
に
税
金
を
使
う
も
の
で
は
な
い
。 

㈤ 

粕
屋
町
職
員
の
駐
車
料
金

の
見
直
し 

㈥ 

公
立
保
育
所
の
土
曜
日
保

育
の
時
間
延
長 

㈦ 

役
場
内
で
の
女
性
職
員
に

対
す
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
事
件 

㈧ 

修
学
旅
行
中
の
幹
部
教
員

の
昼
間
か
ら
の
飲
酒
事
件 

㈨ 

中
学
生
の
制
服
の
見
直
し 

㈩ 

高
齢
者
へ
温
泉
券
の
廃
止 

４８年間の薄っぺらな経歴【出身地： 熊本市】 
現在の役職： 粕屋町議会 議会運営委員会 委員長 

選挙の勝敗： 粕屋町議会議員選挙 【４回立候補し、３回当選・１回落選】 

       粕屋町町長選挙 【１回立候補し、落選】 

貧乏旅行： ２２歳～２８歳まで、６年間を海外に移住（３０数か国を訪問） 

私の持論： ① よそ者・ばか者、が政治を変える！ 

       ② 議会の中の空気は読めるが、敢えて空気は読まない！ 


